　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【参考資料】

福祉サービス第三者評価の標準的ながれ
	

	評価を受けるサービス事業者
	評価機関

	第１期
２週間
	
　　評価機関の選択

　　　　　　　　　　確認・承諾

　　評価ニーズ明確化

　　　　　　　　　　　　　　　　　




	
重要事項の説明

評価調査者の指定

評価計画の作成





	第２期

２週間

３～４週目
　


	(利用者調査)
利用者調査対象選定

調査票配布等　

　　　　　　　　　（書面調査）
・事業者（職員）自己評価票記入

・事業概要等　　　


	(利用者調査の実施)
利用者調査票等

利用者調査結果の集約

(書面調査の実施)
事業者（職員）自己評価票等配布
自己評価票等の集約



	第３期

１週間

５週目

	
送付
集計・分析結果の確認

　　

　評価調査への対応
　
	調査結果の集計・分析

　　

訪問調査の事前準備
　　

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　評価調査者の派遣

	第４期

１週間

６週目
	
　　　　　　　　　　　　　　　　異議申出



	　

評価者の合議による評価結果とりまとめ　(事業評価、利用者調査)
　　

　　　　　　　　　説明者派遣

	
	
	


※）本資料は、標準的なスケジュールをお示しするものであり、評価実施の詳細は、県の要領に基づきながら、評価機関と事業者との間で個別に取り決めることになります。
評価契約





職員説明会等











利用者へ周知





訪問調査の実施





評価結果報告








(評価内容・料金等合意)











評価結果の検討→事業の改善





島根県への報告・評価結果公表














